
京 都 大 学 工 学 部 規 程 新 旧 対 照 表 

改   正   前 改   正   後 

（前 略） 

第４ 転学及び転科 

第５条 他の大学又は本学他学部学生であつて、本

学部に転学を志望する者又は本学部学生で転科

を志望する者があるときは、選考のうえ、教授会

の議を経て、許可することがある。 

 

（後 略） 

 

第４ 転学及び転科 

第５条 本学他学部学生若しくは他大学の学生で

本学部に転学を志望する者又は本学部学生で転

科若しくは他学部に転学を志望する者があると

きは、選考のうえ、教授会の議を経て、許可する

ことがある。 

 

附 則 

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 


